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１．雪置き場の概要

（１）活用できる場所

　①公園　②空き地（市有地・民有地）

２
公園 空き地イメージ



１．雪置き場の概要

（２）公園利用の申請手続き

　町内会等から申し出を受け付け、覚書を交わし、雪置き場に活用。

町内会等

３

市

申し出 覚書締結



１．雪置き場の概要

（３）空き地利用の申請手続き（民有地）
　町内会等から利用したい空き地を申し出し、市・土地提供者・町内会等が覚書を交わし、雪置き
場に活用。

土地提供者

町内会等

４

市
連絡調整

申し出 協力依頼

覚書締結



②雪置き場として活用

覚書締結後

④市が完了検査を実施して終了 ５

③雪解け後、清掃、片付け

①安全対策・事故防止措置
状況に応じ、スノーポール、ブルーシート、看板設置

町内会等

市

２．雪置き場の利用の流れ 凡例



◎看板設置例

この例では、重機禁止として
いますが、重機使用の可否
や、雪を置くことができる場所
などを、地域と協議した上で
決定します。

６



３．公園利用実績

町内会 利用公園

向陽ケ丘中央 向陽ケ丘第２公園

潮見５丁目自由ケ丘 自由ケ丘公園

潮見１０丁目 潮見第４公園

駒場東 駒場北６丁目公園

つくし３丁目 つくし３丁目公園

オホーツク オホーツク児童公園

同上 鱒浦４丁目公園予定地

７

町内会 利用公園

潮見第３サニータウン 潮見サニー公園

駒場中央 ハマナス児童公園

同上 駒場南３丁目公園

駒場南５丁目利用者組織 駒場公園

すぎな第１ すぎな第１公園

（１）令和５年度から利用している公園（７公園） （２）令和６年度利用公園（５公園）

★合わせて１２公園で利用している。



４．利用にあたっての注意点

　★５つの注意点
　（１）地域住民へのルール周知
　（２）安全に配慮した雪積み
　（３）隣接地への融雪水流入考慮
　（４）公園遊具や施設を壊さない配慮
　（５）融雪作業や微砂利を含むゴミ清掃

８



５．今年度の進め方

　９

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

まちづくり
懇談会で説明

雪置き場として利用

覚書締結

周知

無償提供いただける
民有地募集

安全対策

雪解け後、完了検査


